
大井町第５次総合計画（骨子案）への 

ご意見をお聞かせください 

 

現在、町では、「大井町第５次総合計画」の策定作業を進めています。 

この計画は、１０年後の平成３２年度を展望し、町の将来像を示した町政運営のための最も基本

的な指針となります。 

これまで、昨年７月に町民３，０００名を対象とした「まちづくりアンケート」に始まり、公募委員等に

よるワークショップ形式の「まちづくり会議」や「大井町総合計画審議会」での議論を重ねてきたとこ

ろですが、このたび骨子案がまとまりましたので、次のとおりパブリックコメント（意見募集）を実施し

ます。 

パブリックコメントにより皆様からお寄せいただいた意見を反映させながら、総合計画案をまとめ

ていきたいと考えておりますので、是非、ご意見をお寄せください。 

 

ご意見募集期間  ６月１４日（月）～７月２日（金）必着 

 

◆ 骨子案の公表場所 

大井町役場（１階正面玄関、２階情報公開コーナー、２階企画財政課）、そうわ会館、ふれあい館、 

中央公民館、保健福祉センター及び町ホームページ 

 

◆ ご意見の提出方法 

    「『大井町第５次総合計画（骨子案）』に対する意見」と明記の上、 

     ① 氏名又は名称（法人等団体にあっては代表者名を付してください） 

     ② 住所又は所在地 

     ③ ご意見（様式はありませんが、骨子案のどの部分に対するご意見かを明示してください。） 

を記入し、ご提出ください。 

ご意見の提出は、①郵送 ②ファクシミリ ③電子メール ④企画財政課への直接持参  

のいずれかによりお願いいたします。 

※電話又は来庁による口頭での申し出は受け付けません。 

 

 ◆ ご意見の取扱い 

ご意見の概要及びこれに対する町の考え方をあわせて公表します。個別には回答をいたしません。 

なお、氏名、住所は公表いたしません。 

 

ご意見の提出先・お問い合わせ先・・・大井町役場企画財政課 

〒２５８－８５０１  大井町金子１９９５ 

TEL： ８５－５００３    FAX： ８２－９９６５ 

E-mail： kikaku@town.oi.kanagawa.jp 

 

 パブリックコメント全戸配付チラシ（案） 資 料 ４ 



大井町第５次総合計画（骨子案）の概要 
 

１．総合計画とは 

大井町自治基本条例第１４条には、「町は、その将来像を示した総合的な計画を策定し、部門別計画と

整合を図りつつ、行政運営を行うよう努めなければなりません。」と定められています。これまで、平成１３

年度から２２年度を計画期間とする第４次総合計画「夢おおい２１プラン」に基づいて、町施策を進めてき

たところですが、計画期間が終了することから、ここで新たな総合計画を策定します。 

総合計画とは、１０年後の将来像を描いた「基本構想」とその間の５ヵ年における取り組みの方向を示し

た「基本計画」、また、より具体的な事業内容を示した「実施計画」で構成されます。 

今回の総合計画（骨子案）は、このうち基本構想と前期基本計画を定めようとするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

２．前期基本計画の重点施策 

前期基本計画（平成２３年度～平成２７年度）の策定にあたっては、５つの重点分野と３つの成長戦略を

重点施策として進めていくことを検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重重 点点 分分 野野

町民とともに進める
協働のまちづくり

自然と共生し
発展する社会の

構築

安全・安心な
まちづくりの推進

町民と町の
健康づくりの推進

次世代を担う
子どもたちの
健全育成

相和地域の活性化
農業基盤整備をはじめとして、「おおいゆめの里」の整備
農業と連携した観光事業の展開

産業立地と居住環境の創出
金子吉原地区土地区画整理事業の促進
企業誘致等の土地利活用の検討・促進

教育環境の整備
老朽化した湘光中学校等の施設改修
次世代を担う子どもたちの健全育成のための諸環境の整備・充実

交流人口増加
定住人口維持

地域産業の
活性化

安定財源の
確保

教育環境の
向上

成成 長長 戦戦 略略 政策効果政策効果

基基 本本 構構 想想

前期基本計画前期基本計画（平成２３～２７年度）（平成２３～２７年度） 後期基本計画（平成２８～３２年度）

平成２３年度 平成３２年度

第１次実施計画 第３次実施計画
第２次実施計画 第４次実施計画


